
船舶事故調査報告書 

令和４年３月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和３年５月２５日 ０９時４０分ごろ 

発生場所 広島県広島市似
にの

島南東方沖 

広島港似島家下
や じ た

防波堤北灯台から真方位１４５°１海里付近 

（概位 北緯３４°１８.０′ 東経１３２°２６.６′） 

事故の概要 プレジャーボート斗姫
と き

愛
あ

丸は、後進中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和３年９月２１日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 斗姫愛丸、２.３トン 

 ＨＳ３－２３６９８（漁船登録番号）、個人所有 

 第２７０－２４６３０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 舵、プロペラ及びプロペラシャフトに曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風速 約３.４m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮期 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、船首を西に向けて釣りをしながら

漂泊中、船長が釣り場所の移動をしようと後進をかけたところ、後進

直後に似島東岸から１０～２０ｍの沿岸部の浅所（以下「本件浅所」

という。）に乗り揚げた。 

船長は、本船の喫水を把握していなかった。 

船長は、過去に本件浅所付近で釣りを行った経験等はなく、陸岸か

ら離れているので付近に浅所はないものと思っていた。 

分析 本船は、漂泊中、船長が、本件浅所付近で釣りをしている状況下、

陸岸から離れており、付近に浅所はないものと思い、本件浅所の存在

を知らずに後進したことから、本件浅所に乗り揚げたものと考えられ

る。 

原因 本事故は、本船が、漂泊中、船長が、本件浅所付近で釣りをしてい

る状況下、陸岸から離れており、付近に浅所はないものと思い、本件

浅所の存在を知らずに後進したため、本件浅所に乗り揚げたものと考

えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、浅所の存在を把握していない沿岸部近くには近寄らない

こと。 


